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○ 農 林 水 産 省 令 第    号  
都 市 再 生 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 八 年 法 律 第 二 十 三 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 並 び に 農 地 法

（ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 二 条 第 六 項 及 び 農 地 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 七 年 政 令 第 四 百 四 十 五

号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 農 地 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和   年  月    日  

農 林 水 産 大 臣  鈴 木 憲 和   

農 地 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

農 地 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 農 林 省 令 第 七 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、 改 正 前 欄 に 掲

げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 削 る 。 
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改 正 後  改 正 前  
  

（ 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 権 利 移 動 に つ い て の 許 可 申 請 ） 

第 十 条 （ 略 ） 

２ 令 第 一 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

八 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 が 景 観 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 十 号

） 第 九 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 景 観 整 備 推 進 法 人 で あ る 場 合 に は

、 同 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 長 の 指 定 を 受 け た こ

と を 証 す る 書 面 

九 ～ 十 一 （ 略 ） 

 

（ 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 の 権 利 移 動 に つ い て の 許 可 申 請 ） 

第 十 条 （ 略 ） 

２ 令 第 一 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 書

類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 七 （ 略 ） 

八 権 利 を 取 得 し よ う と す る 者 が 景 観 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 十 号

） 第 九 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 景 観 整 備 機 構 で あ る 場 合 に は 、 同

法 第 五 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 市 町 村 長 の 指 定 を 受 け た こ と を

証 す る 書 面 

九 ～ 十 一 （ 略 ） 

（ 利 用 意 向 調 査 ） 

第 七 十 四 条 法 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 利 用 意 向 調 査 は 、 当 該

調 査 に 係 る 一 筆 の 農 地 ご と に 、 そ の 農 地 の 農 業 上 の 利 用 の 意 向 に つ

い て の 意 思 の 内 容 が 次 の 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か に つ い て 行 う も

の と す る 。 

一 農 地 中 間 管 理 事 業 （ 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 二

条 第 三 項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 事 業 を い う 。 第 七 十 七 条 第 三 号

に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る こ と 。 

二 （ 略 ） 

三 当 該 農 地 の 所 有 者 等 （ 法 第 三 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 所 有 者 等

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 耕 作 す る こ と 。 

四 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 
（ 利 用 意 向 調 査 ） 

第 七 十 四 条 法 第 三 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 利 用 意 向 調 査 は 、 当 該

調 査 に 係 る 一 筆 の 農 地 ご と に 、 そ の 農 地 の 農 業 上 の 利 用 の 意 向 に つ

い て の 意 思 の 内 容 が 次 の 各 号 の い ず れ に 該 当 す る か に つ い て 行 う も

の と す る 。 

一 農 地 中 間 管 理 事 業 （ 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る 法 律 第 二

条 第 三 項 に 規 定 す る 農 地 中 間 管 理 事 業 を い う 。 ） を 利 用 す る こ と

。 

二 （ 略 ） 

三 当 該 農 地 の 所 有 者 等 が 耕 作 す る こ と 。 

 

四 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

（ 利 用 意 向 調 査 の 対 象 と な ら な い 農 地 ） 

第 七 十 七 条 法 第 三 十 二 条 第 六 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 農 地 は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 そ の 農 地 の 所 有 者 等 か ら 農 業 委 員 会 に 対 し 、 農 地 中 間 管 理 事 業

（ 利 用 意 向 調 査 の 対 象 と な ら な い 農 地 ） 

第 七 十 七 条 法 第 三 十 二 条 第 六 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 農 地 は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

一 ・ 二 （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
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を 利 用 す る 意 思 が あ る 旨 の 表 明 が あ つ た も の 

 
（ 耕 作 の 事 業 に 従 事 す る 者 が 不 在 と な る 農 地 ） 

第 七 十 八 条 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 農 地 は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

一 次 に 掲 げ る 農 地 で あ つ て 、 当 該 農 地 に つ い て 耕 作 の 事 業 に 従 事

す る 者 が 不 在 と な り 、 又 は 不 在 と な る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る も

の 

イ そ の 農 地 の 所 有 者 等 で 耕 作 の 事 業 に 従 事 す る も の が 死 亡 し た

も の 

 

ロ （ 略 ） 

二 ～ 五 （ 略 ） 

（ 耕 作 の 事 業 に 従 事 す る 者 が 不 在 と な る 農 地 ） 

第 七 十 八 条 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 農 林 水 産 省 令 で 定 め る 農 地 は 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

一 次 に 掲 げ る 農 地 で あ つ て 、 当 該 農 地 に つ い て 耕 作 の 事 業 に 従 事

す る 者 が 不 在 と な り 、 又 は 不 在 と な る こ と が 確 実 と 認 め ら れ る も

の 

イ そ の 農 地 の 所 有 者 等 （ 法 第 三 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 所 有 者

等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で 耕 作 の 事 業 に 従 事 す る も の が 死 亡 し

た も の 

ロ （ 略 ） 

二 ～ 五 （ 略 ） 

  

 

附 則  

こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 条 第 二 項 第 八 号 の 改 正 規 定 は 、 都 市 再 生 特 別 措 置 法 等

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。 


